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 建設業の社会保険未加入対策の一環として、平成２４年５月１日建設業法施

行規則について所要の改正が行われました。これを受け、平成２４年１１月１

日から次のとおり新たな取り組みがスタートいたします。 

 

・・・・目的目的目的目的        

 建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を

適正に負担しない企業（すなわち保険未加入企業）が存在することから、技能労働者の公的

保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法

定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じています。 

 このため、関係者を挙げた社会保険未加入問題への対策の一環として、建設業の許可に際

しての保険加入状況の確認・指導を進めることにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良

不適格業者の排除に取り組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間にお

ける公平で健全な競争環境の構築を図ることを目的としています。  

  

・・・・様式様式様式様式のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

 平成２４年１１月１日より、下記のとおり建設業の許可申請に係る様式の一部が改正され

ます。 

○従前の別記様式第２０号の３（主要取引金融機関名報告書面）が、別記様式第２０号の４

に変更されます 

○別記様式第２０号の３が、「健康保険等の加入状況」を確認するための書面として新設され

ます。 

    

・・・・確認確認確認確認についてについてについてについて        

１１１１．．．．確認対象建設業者確認対象建設業者確認対象建設業者確認対象建設業者とととと確認確認確認確認のタイミングについてのタイミングについてのタイミングについてのタイミングについて    

平成 24年 11月 1日以降、新規許可、更新、許可換え新規、般・特新規、業種追加申請を

行う全ての建設業者ついて、申請時に確認を行います。 

なお、健康保険･厚生年金保険(以下｢社会保険｣という。)及び雇用保険の加入は、建設業許建設業許建設業許建設業許

可可可可のののの要件要件要件要件ではありませんではありませんではありませんではありません。 

 

２２２２．．．．確認確認確認確認にににに必要必要必要必要となるとなるとなるとなる書類書類書類書類    

○提出書類 

 ・保険の加入状況を記載した書面（様式第２０号の３） 

○提示書類（いずれも、申請時の直前のものであること） 

（１）社会保険の加入を証明する資料 

・保険料の納入に係る「領収証書」又は「納入証明書」の写し 

（２）雇用保険の加入を証明する資料 

・「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の写し 

・保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し 

平成平成平成平成 24242424 年年年年 11111111 月月月月 1111 日日日日よりよりよりより、、、、建設業許可建設業許可建設業許可建設業許可・・・・更新等申請時更新等申請時更新等申請時更新等申請時にににに健康健康健康健康

保険等保険等保険等保険等のののの加入状況加入状況加入状況加入状況をををを記載記載記載記載したしたしたした書面書面書面書面のののの提出提出提出提出がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります！！！！ 
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 ３３３３．．．．保険加入義務保険加入義務保険加入義務保険加入義務のあるのあるのあるのある営業所営業所営業所営業所（（（（適用事業所適用事業所適用事業所適用事業所））））についてについてについてについて        

 社会保険法人の事業所（営業所）及び個人経営で常時５人以上の労働者を使用する事業所

（営業所）が適用事業所に該当します。  

 雇用保険については、労働者を 1人でも雇用する事業所（営業所）が適用事業所に該当し

ます。  

 

※※※※支店等支店等支店等支店等がががが小規模小規模小規模小規模なななな営業所等営業所等営業所等営業所等であるためであるためであるためであるため人事管理部門人事管理部門人事管理部門人事管理部門があるがあるがあるがある本店本店本店本店でででで全全全全てのてのてのての保険加入保険加入保険加入保険加入のののの手続手続手続手続きききき

をををを行行行行っているっているっているっている場合場合場合場合はははは（（（（一括適用一括適用一括適用一括適用のののの承認承認承認承認やややや継続事業継続事業継続事業継続事業のののの一括一括一括一括のののの認可認可認可認可にににに係係係係るるるる営業所営業所営業所営業所をををを除除除除くくくく））））・・・・・・・・・・・・        

 この場合、当該小規模な営業所等について、様式の「保険加入の有無」の欄は全ての保

険について「１」と記入し、「事業所整理記号等」の欄は本店に記入した内容と同一の内

容を記載します。  

 

※※※※建設国保建設国保建設国保建設国保にににに加入加入加入加入しているしているしているしている場合場合場合場合は・・・は・・・は・・・は・・・        

 法人の営業所又は個人経営で常時５人以上の労働者を使用する営業所であっても、健康

保険の被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて全国土木建築国民健康

保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、適用除外（「保険加入の有無」の「健

康保険」の欄に３と記載）となります。 

 また、確認資料として保険料の納入に係る「領収証書」又は加入証明書を提示して下さ

い。 

 

４４４４．．．．未加入未加入未加入未加入のののの場合場合場合場合についてについてについてについて    

○保険未加入が判明した場合は、建設業者に対しては、書面による加入指導を実施します。 

○加入指導実施後、一定の期間内に加入状況の報告を求めます。 

○一定の期間経過後も未加入の建設業者について、保険担当部局へ情報提供する予定です 

 

 

・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

    

１１１１．．．．青森県知事許可青森県知事許可青森県知事許可青森県知事許可    

 地区名 問い合わせ先   電話番号 

東青地区 

中弘南黒地区 

三八地区 

西北五地区 

上十三地区 

下北地区 

東青地域県民局地域整備部管理課 

中南地域県民局地域整備部管理課 

三八地域県民局地域整備部管理課 

西北地域県民局地域整備部管理課 

上北地域県民局地域整備部管理課 

下北地域県民局地域整備部管理課 

017-728-0200 

0172-32-0282 

0178-27-5151 

0173-35-2105 

0176-23-4311 

0175-22-1231 

 

２２２２．．．．国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣許可許可許可許可    

許可区分 問い合わせ先   電話番号 

大臣許可 青森県庁（南棟 6階） 

監理課建設業振興グループ 

017-734-9640 

 

 



１　提出書類（様式第二十号の三）記載例

様式第二十号様式第二十号様式第二十号様式第二十号のののの三三三三（第四条関係）
　 　（用紙Ａ４）

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

健康保険 ○○健康保険組合

20 人 厚生年金保険 ○○○　○○○

（ 5 人） 雇用保険 ○○○○○○○

健康保険 本店一括

10 人 厚生年金保険 本店一括

（ 0 人） 雇用保険 本店一括

健康保険

人 厚生年金保険

（ 人） 雇用保険

健康保険

人 厚生年金保険

（ 人） 雇用保険

健康保険

人 厚生年金保険

（ 人） 雇用保険

30 人

（ 5 人）

記載要領

５　「保険加入の有無」の「雇用保険」の欄については、その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となつたことについ
　ての公共職業安定所の長に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が１人も雇
　用されていない場合等の雇用保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。

６　「事業所整理記号等」の「健康保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあつては健
　康保険組合名）を記載すること。ただし、健康保険法第34条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所について
　は、「本店（○○支店等）一括」と記載すること。

７　「事業所整理記号等」の「厚生年金保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。ただ
　し、厚生年金保険法第８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店（○○支店等）
　一括」と記載すること。

８　「事業所整理記号等」の「雇用保険」の欄については、労働保険番号を記載すること。ただし、労働保険の保険料
　の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続事業の一括の認可に係る営業所については、
　「本店（○○支店等）一括」と記載すること。

合計

１　「営業所の名称」の欄は、別記様式第一号別紙二に記載した順に記載すること。

２　「従業員数」の欄は、法人にあつてはその役員、個人にあつてはその事業主を含め全ての従業員数（建設業以外に従
  事する者を含む。）を記載すること。（　）内には、役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む。）の人数
　を内数として記載すること。

３　「保険加入の有無」の「健康保険」の欄については、従業員が健康保険の被保険者の資格を取得したことについての
　日本年金機構又は健康保険組合に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が４
　人以下である個人事業主である場合等の健康保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。ただし、健康保険
　法（大正11年　法律第70号）第34条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所（同条第２項の規定により適用事
　業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ。）については、記入を要しない。

４　「保険加入の有無」の「厚生年金保険」の欄については、従業員が厚生年金保険の被保険者の資格を取得したことに
　ついての日本年金機構に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が４人以下で
　ある個人事業主である場合等の厚生年金保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。ただし、厚生年金保険
　法（昭和29年法律第115号）第８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所（同条第２項の規定により適
　用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ。）については、記入を要しない。

○○営業所 1

健 康 保 険 等 の 加 入 状 況

営業所の名称 従業員数
保険加入の有無

事業所整理記号等

本店 1 1 1

許可申請書の営業所一覧表

（別紙２（１））に記載した順に

記載して下さい。

（ ）内には、役員又は個人事業

主（同居の親族である従業員を

含む。）の人数記載して下さい。

役員又は個人事業主を含め全ての人数を記載して下さい。（建設業

以外に従事する者を含む）なお、兼業がある場合を除き、建設業許可

申請書の｢使用人数｣と、一致した員数を記入してください。

事業所整理記号及び事業所番号

（健康保険組合にあっては健康保

険組合名）を記載して下さい。

一括適用の承認、継続事業の一括の

認可に係る営業所については、 「本店

（○○支店等）一括」と記載して下さい。

加入は１、未加入は２，適用が除外される場合は３を記載して下さい。

※建設国保に加入している場合は適用除外となります。（３を記載）

※一括適用の承認を受けた営業所については健康保険・厚生年金保険

欄は記入不要です。

※ 支店等が小規模な営業所等であるため、人事管理部門がある本店で全ての保険加入手続を行って

いる場合（一括適用の承認、継続事業の一括の認可に係る営業所を除く）は、「保険加入の有無」及び

「事業所整理番号等」欄は本店と同一の内容を記載して下さい。



２　確認書類の例

（１）健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収書の例

窓口納付の場合

口座振替の場合



（２）健康保険及び厚生年金保険の納入証明書



（３）労働保険料概算・確定保険料申告書の控えの例

（４）雇用保険の納入に係る領収済通知の例



（５）労働保険料納入通知書事業主控の例　（事務組合加入者）



（５）雇用保険の納入に係る領収書の例　（事務組合加入者）


